
（２）地域住民への広報・啓発
障害のある幼児児童生徒が、自立し社会参加するためには、広く社会一般の人々が、幼児児童生

徒と教育に対する正しい理解と認識を深めることが不可欠である。
　社会教育施設等における学級・講座等においては、障害のある人に対する理解を深めることを重
要な学習課題の一つと位置付け、青少年や成人一般、高齢者の学習活動が展開されている。
　また、精神保健福祉センターや保健所では、精神障害のある人に対する正しい理解を促すため、
地域住民に対する精神保健福祉に関する知識の普及・啓発を行っている。

７．ボランティア活動の推進

（１）学校におけるボランティア教育
学習指導要領において、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等において、思いやりの心や助け

合いに関する指導、ボランティア活動の充実などを図っている。
　また、高等学校等においては、生徒が行うボランティア活動などの学校外における学修について、
校長が教育上有益と認めるときは合計36単位を上限として単位として認定することが可能となって
いる。

（２）地域福祉等ボランティア活動の促進
ボランティア活動の振興の基盤整備については、全国社会福祉協議会内の「全国ボランティア・

市民活動振興センター」へ補助を実施している。「全国ボランティア・市民活動振興センター」では、
ボランティア活動等に関する広報・啓発活動、情報提供、研修事業等を実施している。

８．公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進

　障害のある人が地域において安全に安心して生活していく上では、公務員を始め公共サービス従事者
等が障害及び障害のある人について理解していることが重要である。
　警察では、警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段
階から、障害のある人とのコミュニケーション方法に係る研修や、有識者による講話等、障害のある人
の特性への理解を深めるための取組を行っている。
　刑務所等矯正施設に勤務する職員に対しては、矯正研修所及び全国７か所の矯正研修所支所において、
各種研修を行っているが、その中では、人権擁護、精神医学などの科目を設けて適切な対応の仕方につ
いて講義しているほか、社会福祉施設における介護等体験実習を実施するなどし、障害のある人に対す
る理解を促進している。2022年度は新型コロナウイルス感染症の影響により介護等体験実習の実施を見
合わせることとなったが、社会福祉施設職員へのインタビューや施設内の様子をまとめた研修用教材を
作成し、効果的な研修の実施を図っている。
　更生保護官署職員に対しては、各種研修において、職員の経験や業務内容に応じ、障害のある人や障
害特性に対する理解を深めるための講義等を実施し、障害のある人に対する理解の促進とその徹底を
図っている。
　法務省の人権擁護機関では、中央省庁等の職員を対象として、人権に関する国家公務員等の理解と認
識を深めることを目的とした「人権に関する国家公務員等研修会」を、また、都道府県及び市区町村の
人権啓発行政に携わる職員を対象として、その指導者として必要な知識を習得させることを目的とした
「人権啓発指導者養成研修会」を実施している。その中で、障害のある人をテーマとした人権問題も取
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り上げている。これらの取組を通して、障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の
必要性を訴えている。このほか、検察職員、矯正施設職員、入国管理関係職員及び裁判官・家庭裁判所
調査官に対する研修等に講師を派遣し、法執行機関及び司法機関の職員の人権問題に関する理解と認識
を深めることに努めている。
　日本司法支援センター（法テラス）では、本部の担当職員が公益財団法人日本ケアフィット共育機構
が認定するサービス介助士の資格を取得し、全国の職員が参加する研修で、障害のある人への支援の方
法や、利用者の立場を理解した丁寧かつ適切な対応方法等の知識を伝達し、各地の取組につなげている。
さらに、各地で取り組んだ障害のある人への合理的配慮等を全国の職員間で共有することで、法テラス
全体における職員の対応や事務所の環境の改善につなげている。

９．障害者統計の充実

　障害者政策の観点からは、我が国が批准した「障害者の権利に関する条約」により障害者統計の充実
が求められているほか、統計整備の観点からも、国連統計委員会は障害に関するデータ収集及び手段の
精査を要請しており、国内でも「公的統計の整備に関する基本的な計画」（第Ⅲ期）（令和２年６月閣議
決定）において施策上のニーズ等を踏まえた障害者統計の充実が求められている。こうした状況の下、
障害のある人と障害のない人との比較を可能とする統計データを整備する観点から、我が国の統計調査
に導入可能な障害のある人を捉える設問について検討することを目的として、2019年度に、国際的に用
いられている設問セットの比較等を含めた評価分析を内容とする調査研究を行った。同調査研究では、
障害のある人を捉える設問に関する調査と、国際的な動向の把握を実施した。
　この調査研究の報告書では、調査研究の結果を踏まえ、今後の障害者統計の在り方について、2022年
度までの実施を目途に、例えば国民生活基礎調査や社会生活基本調査といった既存の基幹統計調査等に
ついて、障害のある人を捉える設問を導入すること及びその場合の具体的な設問の在り方を検討するこ
とが望まれるとした。
　これを踏まえ、2020年度以降、関係省庁において具体的な検討を行った結果、総務省では、2021年に
実施した社会生活基本調査において、日常生活への支障の有無による生活時間の違いなどを把握した。
また、厚生労働省では、2022年に実施した国民生活基礎調査において、ワシントングループ（国連統計
部シティ・グループの１つであり、各国の政府統計局や障害に関する国際組織の職員によって構成され
ている組織）の設問により日常生活における機能制限の程度に関する状況を新たに把握することとし、
2023年内に調査結果の公表を予定している。
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第２章　障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり


